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当年度の流動資産は、前年度より 7,122 万 3,812 円増加し、3 億 4,774 万 2,370 円となった。

そのうち、当年度末における未収会費は、1,724 万 9,000 円である。また、事務所移転のため、

事務所移転費用特定資産より 1,683 万 1,371 円を支出した。正味財産合計は、6 億 5,019 万

5,678 円となり、前年度より 9,208 万 4,413 円（11.7％）増加した。 

正味財産増減計算書より、経常収益は 4 億 7,561 万 5,277 円となり、前年度より▲1 億 8,283
万5,626円の大幅な減少となっている。その要因は、事業収益における「講習会受講料等収益」、

「学術大会参加登録費収益」、および「広告収益」等の減少によるものである。「講習会受講料

等収益」は、診療放射線技師の業務拡大に伴う統一講習会他の講習会、セミナーの相次ぐ中止

による受講者数の減少が要因であり、「第３６回学術大会」に関連する「広告収益」の減少につ

いては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、開催方法を Web 開催に変更したこと

に拠る。経常収益のうち会費収益が 94.5％、事業収益が 3.5％で、予算に対する収入率は約 83％
となった。

経常費用は 3 億 8,299 万 2,629 円となった。内訳は、事業費 2 億 5,746 万 4,845 円となり、

対予算 1 億 7,189 万 8,155 円の減少、管理費 1 億 2,552 万 7,784 円となり、対予算 4,773 万

216 円の減少となっている。 
当年度の公益目的事業収益は 2 億 4,624 万 8,121 円、同費用は 2 億 3,738 万 9,197 円であ

り、差額は 885 万 8,924 円の増加となった。なお、公益目的事業比率は、62%であった。 

令和 2 年度決算額 

経常収益 4 億 7,561 万 5,277 円 
経常費用 3 億 8,299 万 2,629 円 
当期経常増減額 9,262 万 2,648 円 
正味財産期末残高 6 億 5,019 万 5,678 円 
次期繰越流動資産 3 億 4,774 万 2,370 円 

1．貸借対照表



当年度 前年度 増  減

△ 5,311,000

△ 134,130

△ 19,900

△ 3,670,000 △ 5,640,000

△ 100,000

△ 16,831,371

△ 16,865,558

△ 13,920,412

△ 350,000

△ 2,156,689

△ 10,708,209

△ 7,351,055

△ 219,453

△ 23,017,290

△ 23,017,290

正味財産合計

負債及び正味財産合計

一般正味財産

（うち基本財産への充当額）

（うち特定資産への充当額）

  １．指定正味財産

指定正味財産合計

  ２．一般正味財産

（うち基本財産への充当額）

（うち特定資産への充当額）

負債合計

Ⅲ　正味財産の部

未払金

賞与引当金

未払費用

預り金

流動負債合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

  １．流動負債

差入保証金

建物付属設備

什器備品

固定資産合計

長期貸付金

その他固定資産合計

特定資産合計

(2) その他固定資産

ソフトウエア

(1) 特定資産

学術奨励基金

e-learning新コンテンツ特定資産

事務所移転費用特定資産

社会活動奨励基金

第37回学術大会特定資産

未収会費

立替金

  ２．固定資産

徴収不能引当金

流動資産合計

未収金

前渡金

貯蔵品

1年以内回収予定長期貸付金

仮払金

Ⅰ　資産の部

  １．流動資産

現金預金

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位:円）

科 目

e-ラーニング新コンテンツ特定資産



△ 1,835,000 △ 1,835,000

負債及び正味財産合計

（うち基本財産への充当額）

（うち特定資産への充当額）

正味財産合計

（うち基本財産への充当額）

（うち特定資産への充当額）

  ２  一般正味財産合計

Ⅲ　正味財産の部

  １．指定正味財産

指定正味財産合計

賞与引当金

流動負債合計

負債合計

未払金

未払費用

預り金

資産合計

Ⅱ　負債の部

  １．流動負債

差入保証金

その他固定資産合計

固定資産合計

什器備品

ソフトウエア

長期貸付金

特定資産合計

(3) その他固定資産

建物付属設備

第37回学術大会特定資産

e-learning新コンテンツ特定資産

事務所移転費用特定資産

(2) 特定資産

学術奨励資産

社会活動奨励基金

徴収不能引当金 △ 3,670,000

流動資産合計

  ２．固定資産

前渡金

1年以内回収予定長期貸付金

仮払金

未収会費

未収金

貯蔵品

Ⅰ　資産の部

  １．流動資産

現金預金

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合   計

e-ラーニング新コンテンツ特定資産



支払負担金 △ 375,637

租税公課 △ 1,748,927

支払助成金 △ 4,668,177

委託費 △ 6,569,446

諸謝金 △ 40,343,052

会場賃借料 △ 10,514,461

保険料 △ 92,425

賃借料 △ 174,770

物品賃借料 △ 3,615,720

光熱水料費 △ 1,301,105

印刷製本費 △ 8,755,812

図書費 △ 67,576

消耗品費 △ 5,389,702

修繕費 △ 198,183

減価償却費 △ 3,244,064

消耗什器備品費

旅費交通費 △ 19,001,937

通信運搬費 △ 5,132,524

通勤手当 △ 4,079

法定福利費

福利厚生費 △ 72,877

臨時雇賃金 △ 5,665,858

退職給付費用

賞与引当金繰入

給料手当

事業費 △ 134,144,139

役員報酬 △ 4,341,520

(2) 経常費用

その他雑収益

経常収益計 △ 182,835,626

雑収益

受取利息

学術大会開催助成金 △ 2,100,000

受取寄付金 △ 770,000

受取寄付金 △ 770,000

団体保険手数料収益

受取補助金等 △ 2,100,000

広告収益 △ 19,385,680

 被ばく適正化施設認定収益 △ 2,903,000

講習会受講料等収益 △ 134,332,600

学術大会参加登録費収益 △ 22,810,000

正会員受取会費

事業収益 △ 179,421,094

受取入会金 △ 4,890,000

受取会費

学術奨励基金受取利息

受取入会金 △ 4,890,000

 １．経常増減の部

(1) 経常収益

正味財産増減計算書
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

（単位:円）

科 目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

特定資産運用益



科 目 当年度 前年度 増  減

固定資産除却損 △ 12,400,165

経常外収益計

(2) 経常外費用

当期経常増減額 △ 38,189,891

 ２．経常外増減の部

 評価損益等調整前当期経常増減額 △ 38,189,891

徴収不能引当金繰入 △ 997,630

経常費用計 △ 144,645,735

顧問料

雑費 △ 892,787

委託費

図書費 △ 126,348

支払手数料 △ 1,806,364

支払負担金 △ 9,370

支払寄付金

諸謝金 △ 167,990

租税公課 △ 91,125

修繕費 △ 154,684

保険料 △ 115,416

保守費 △ 455,040

物品賃借料

会場借料 △ 272,375

賃借料

印刷製本費

光熱水料費 △ 667,145

消耗什器備品費

消耗品費 △ 354,487

通信運搬費

減価償却費 △ 1,835,177

会議費 △ 651,405

旅費交通費 △ 9,874,530

福利厚生費 △ 302,755

研修費

退職給付費用 △ 159,240

法定福利費 △ 505,827

役員報酬 △ 1,771,520

給料手当

臨時雇賃金

通勤手当 △ 106,175

賞与引当金繰入 △ 228,391

管理費 △ 10,501,596

支払手数料 △ 343,058

雑費 △ 3,305,863

徴収不能引当金繰入 △ 997,630

会議費 △ 3,261,113

地域補助費 △ 7,973,596

翻訳料 △ 151,754

教材費 △ 5,454,269

基本財産評価損益等

特定資産評価損益等

投資有価証券評価損益等

建物付属設備除却損

什器備品除却損

評価損益等計

(1) 経常外収益



科 目 当年度 前年度 増  減

指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期一般正味財産増減額 △ 25,789,726

一般正味財産期首残高

当期経常外増減額 △ 538,235 △ 12,938,400

経常外費用計 △ 12,400,165

ソフトウェア仮勘定除却損 △ 12,938,400



公１事業 共通 小計 収１事業 共通 小計

図書費

顧問料

委託費

支払寄付金

支払手数料

租税公課

支払負担金

修繕費

保険料

保守費

物品賃借料

会場借料

賃借料

印刷製本費

光熱水料費

消耗什器備品費

消耗品費

通信運搬費

減価償却費

会議費

旅費交通費

福利厚生費

研修費

臨時雇賃金

法定福利費

賞与引当金繰入

退職給付費用

通勤手当

給料手当

管理費

役員報酬

雑費

支払手数料

徴収不能引当金繰入

地域補助費

会議費

支払助成金

委託費

支払負担金

租税公課

諸謝金

会場賃借料

保険料

賃借料

物品賃借料

光熱水料費

印刷製本費

図書費

消耗品費

修繕費

減価償却費

消耗什器備品費

旅費交通費

通信運搬費

法定福利費

福利厚生費

賞与引当金繰入

退職給付費用

通勤手当

給料手当

事業費

役員報酬

経常収益計

(2) 経常費用

受取利息

その他雑収益

団体保険手数料収益

雑収益

広告収益

 被ばく適正化施設認定収益

講習会受講料等収益

学術大会参加登録費収益

正会員受取会費

事業収益

受取入会金

受取会費

学術奨励基金受取利息

受取入会金

(1) 経常収益

特定資産運用益

Ⅰ　一般正味財産増減の部

 １．経常増減の部

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

（単位：円）

科 目
公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引等消去 合   計



公１事業 共通 小計 収１事業 共通 小計
科 目

公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計 内部取引等消去 合   計

△ 16,548,673 △ 16,548,673

△ 16,548,673 △ 16,548,673

△ 355,235 △ 355,235

△ 16,548,673 △ 16,548,673

△ 334,187 △ 334,187

Ⅲ　正味財産期末残高

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

他会計振替額 △ 16,214,486

当期一般正味財産増減額

当期経常外増減額 △ 183,000 △ 538,235

  他会計振替前当期一般正味財産増減額

什器備品除却損

経常外費用計

固定資産除却損

　建物付属設備除却損

経常外収益計

(2) 経常外費用

 ２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

評価損益等計

当期経常増減額

特定資産評価損益等

投資有価証券評価損益等

  評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等

経常費用計

徴収不能引当金繰入

雑費



社会活動奨励基金

第37回学術大会特定資産

eﾗｰﾆﾝｸﾞ新ｺﾝﾃﾝﾂ特定資産

事務所移転費用特定資産

第37回学術大会特定資産

eﾗｰﾆﾝｸﾞ新ｺﾝﾃﾝﾂ特定資産

事務所移転費用特定資産

(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産･･･定率法によっている。
②無形固定資産･･･定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準
賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期の負担分を計上している。
徴収不能引当金

未収会費に対して、徴収不能実績率により徴収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．特定資産の増減額及びその残高

　　特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 最終改正令和2年5月15日　内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品･･･先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっている。

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

学術奨励基金

３．特定資産の財源等の内訳

　　特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目 当期末残高
(うち指定正味財産

からの充当額)
(うち一般正味財産

からの充当額)
(うち負債に対応

する額)

合 計

特定資産

学術奨励基金 －

－

－

社会活動奨励基金 －

－

合 計 －



(1)金融商品に対する取組方針

(2)金融商品の内容及びそのリスク

(3)金融商品のリスクに係る管理体制

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　建物付属設備

　什器備品

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合 計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

合 計

第61回利付国債（20年）

第139回利付国債（20年）

７．金融商品の状況に関する事項

財産の運用は、元本が回収できる可能性が高い方法で行わなければならず、運用に当たっては、その時々の経済及
び金融情勢により、一定のリスクはあるが、高い運用益の得られる可能性のある方法で行うものとする。

普通預金及び国債（債券）であり、債券については、僅少ではあるが発行体の信用リスクにさらされている。

金融商品の取引は、当法人の財産管理規程に基づき行い、債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事
会に報告する。

６．退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要
確定拠出型の制度として規約型企業年金制度を設けている。

(2) 退職給付費用に関する事項
(単位：円）

① 勤務費用



１．　特定資産の明細

２．　引当金の明細

（単位：円）

賞与引当金 1,751,403

徴収不能引当金 3,670,000

附 属 明 細 書

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「２．特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略す
る。

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

1,751,403 1,970,856 0

3,445,000 5,415,000 0



場所・物量等 使用目的等

手元保管現金 運転資金として保有している。

普通預金

  りそな銀行芝支店 運転資金として保有している。

  みずほ銀行東京中央支店 運転資金として保有している。

  三井住友銀行浜松町支店 運転資金として保有している。

定期預金

  三井住友銀行浜松町支店 運転資金として保有している。

2020年度会費 公１事業及び管理運用の用に供している。

JART求人広告2件、被ばく低減施設認定料1件
他

公１事業の用に供している。

切手,統一講習会講師用バッジ等 公１事業及び管理運用の用に供している。

事務所賃料他 公１事業及び管理運用の用に供している。

学術教育奨励貸付金 相互扶助事業の用に供している。

学術大会開催運営費他 公１事業の用に供している。

徴収不能額を見積もったときの引当金

第61回利付国債（20年）SMBC 相互扶助事業の用に供している。

第139回利付国債（20年）大和証券 相互扶助事業の用に供している。

りそな銀行芝支店　普通預金 相互扶助事業の用に供している。

りそな銀行芝支店　普通預金 相互扶助事業の用に供している。

三井住友銀行浜松町支店　普通預金 学術大会開催運営費他の積立資産であ
り、公１事業の用に供するための特定
費用準備資金である。

三井住友銀行浜松町支店　普通預金 新たなe-learningコンテンツ、講習会
費用の積立資産であり,公１事業の用に供
するための特定費用準備資金である。

三井住友銀行浜松町支店　普通預金 事務所移転の公益目的事業分費用の積立
資産であり公１事業の用に供するための
特定費用準備金である。

その他固定資産

新事務所LAN配線弱電工事他 共有財産であり、うち66％は公益目的
保有財産として、公１事業の用に供
し、34％は管理運用の用に供してい
る。

会議用テーブル、椅子、机他 共有財産であり、うち66％は公益目的
保有財産として、公１事業の用に供
し、34％は管理運用の用に供してい
る。

サーベイメータ他 公益目的保有財産であり、公益目的事
業の為に保有している。

e-learning視聴環境システム改修 公益目的保有財産であり、公益目的事
業の為に保有している。

奨学金貸付 相互扶助事業の用に供している。

三田国際ビル
世界貿易センタービル

共有財産であり、うち66％は公益目的
保有財産として、公１事業の用に供
し、34％は管理運用の用に供してい
る。

印刷代、委託費他

社会保険料

県会費預り金他

賞与支給の引当金

     正味財産

賞与引当金

   流動負債合計

     負債合計

未払費用

預り金

  (流動負債)

未払金

   固定資産合計

     資産合計

差入保証金

什器備品

ソフトウエア

長期貸付金

建物付属設備

事務所移転費用特定資産

e-learning新コンテンツ特定資産

第37回学術大会特定資産

社会活動奨励基金

    特定資産

学術奨励資産

前渡金

   流動資産合計

  (固定資産)

徴収不能引当金 △ 3,670,000

１年以内回収予定長期貸付金

仮払金

貯蔵品

未収会費

未収金

  (流動資産)

現金

財産目録

令和 3年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 金 額

預金

e-ラーニング新コンテンツ特定資産

e-ラーニング視聴環境システム改修

新たなe-ラーニングコンテンツ、講習会





財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か

ら財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ

る場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重

要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事

項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能

性がある。

・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及

び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価

する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。

＜財産目録に対する監査＞

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 条の規定に基づき、公益

社団法人日本診療放射線技師会の令和３年３月 日現在の令和２年度の財産目録（「貸借対照表科目」、

「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準

に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準

拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。



財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準

拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上












